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な
い
。
１
年
分
の
掛
金
納
付
に
要
す

る
月
数
は
長
期
化
し
て
お
り
、
公
共

工
事
の
増
加
分
ほ
ど
証
紙
販
売
額
は

増
え
て
い
な
い
。
ま
た
、
技
能
労
働

者
全
体
の
減
少
が
影
響
し
て
い
る
と

は
い
え
、
新
規
加
入
者
数
は
低
い
水

準
に
あ
る
。

　

平
成
11
年
、
当
時
の
建
設
省
、
労

働
省
と
機
構
が
ま
と
め
た
﹁
建
退
共

制
度
改
善
方
策
に
つ
い
て
﹂
に
基
づ

く
一
体
的
な
取
り
組
み
は
、
建
退
共

制
度
の
普
及
に
大
き
な
効
果
を
上
げ

た
。
し
か
し
、
そ
れ
以
降
、
そ
の
よ

う
な
一
体
的
な
取
り
組
み
は
行
わ
れ

て
い
な
い
。
そ
こ
で
、
今
回
改
め
て

建
退
共
制
度
の
重
要
性
を
認
識
し
、

さ
ま
ざ
ま
な
対
応
を
取
る
こ
と
と

な
っ
た
。
掛
金
納
付
方
式
な
ど
を
検

討
会
が
議
論
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の

は
、
そ
の
一
つ
で
あ
る
。

　

今
回
の
﹁
建
退
共
制
度
に
関
す
る

検
討
会
﹂
の
報
告
書
で
は
、
建
退
共

制
度
の
実
務
的
課
題
と
し
て
、
現
在

の
証
紙
貼
付
方
式
は
、
労
働
者
が
手

帳
を
持
た
な
い
こ
と
が
多
い
こ
と
、

　
︵
独
︶
勤
労
者
退
職
金
共
済
機
構

︵
水
野
正
望
理
事
長
︶
が
設
置
し
た

﹁
建
退
共
制
度
に
関
す
る
検
討
会
﹂

︵
座
長
：
村
上
正
人
㈱
み
ず
ほ
年
金

研
究
所
理
事
長
︶
は
、
昨
年
11
月
14

日
、
建
設
業
退
職
金
共
済
制
度
︵
建

退
共
制
度
︶
の
あ
り
方
に
関
す
る
報

告
書
を
と
り
ま
と
め
た
。
そ
こ
で
、

月
刊
建
産
連
で
は
今
回
、
変
貌
し
つ

つ
あ
る
建
退
共
制
度
に
焦
点
を
あ
て

て
み
た
。

　

建
退
共
制
度
は
、共
済
契
約
者︵
事

業
主
︶
が
雇
用
す
る
労
働
者
の
就
労

日
数
に
応
じ
て
共
済
手
帳
に
共
済
証

紙
を
貼
付
し
、
労
働
者
に
は
証
紙
の

貼
付
実
績
︵
枚
数)

に
応
じ
た
退
職

金
が
支
払
わ
れ
る
仕
組
み
︵
証
紙
貼

付
方
式
︶
で
あ
る
。
昭
和
39
年
の
創

設
以
来
50
年
余
り
が
経
過
し
、
建
設

技
能
労
働
者
の
福
祉
の
向
上
に
大
き

く
貢
献
し
て
き
た
。

　

建
退
共
制
度
の
最
近
の
状
況
は
、

数
字
で
見
る
と
必
ず
し
も
順
調
で
は

特集・建設業退職金共済制度（建退共）

建
退
共
制
度
に
関
す
る

検
討
会
が
報
告
書

新
た
な
掛
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納
付
方
式
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事
務
が
煩
雑
で
あ
る
こ
と
、
証
紙
の

貼
付
状
況
の
把
握
が
で
き
な
い
こ

と
、
証
紙
の
過
不
足
が
生
ず
る
こ
と

を
通
じ
、
労
働
者
の
退
職
金
の
充
実

を
図
る
上
で
障
害
と
な
っ
て
い
る
こ

と
を
指
摘
し
て
い
る
。
そ
の
上
で
、

新
た
な
掛
金
納
付
方
式
で
あ
る
口
座

振
込
・
振
替
方
式
の
導
入
な
ど
建
退

共
制
度
の
あ
り
方
を
提
言
し
て
い

る
。

　

こ
の
ほ
か
、
今
後
講
ず
べ
き
方
策

と
し
て
、
加
入
促
進
・
履
行
確
保
の

た
め
の
措
置
や
民
間
工
事
に
お
け
る

建
退
共
制
度
の
活
用
推
進
を
挙
げ
て

い
る
。
加
入
促
進
・
履
行
確
保
の
た

め
の
措
置
に
つ
い
て
は
、
確
実
な
退

職
金
支
給
の
た
め
の
取
組
、
累
積
し

た
長
期
未
更
新
者
を
縮
減
す
る
た
め

の
取
組
、
及
び
最
近
問
題
と
な
っ
て

い
る
、
共
済
契
約
者
が
一
部
の
公
共

工
事
に
お
い
て
、
証
紙
交
付
の
辞
退

を
求
め
ら
れ
る
事
態
へ
の
対
処
な
ど

証
紙
の
適
正
な
貼
付
に
向
け
た
取
組

を
提
言
し
て
い
る
。
民
間
工
事
に
お

け
る
建
退
共
制
度
の
活
用
推
進
に
つ

い
て
は
、
工
事
量
で
は
民
間
工
事
が

公
共
工
事
を
大
き
く
上
回
る
こ
と
か

ら
、
い
か
に
し
て
民
間
工
事
に
お
い

て
建
退
共
制
度
に
普
及
促
進
を
図
る

か
が
労
働
者
の
福
祉
の
向
上
に
大
き

く
資
す
る
こ
と
と
な
る
。
こ
の
た

め
、
民
間
工
事
に
つ
い
て
も
、
中
小

企
業
者
が
共
済
契
約
者
と
な
り
、
そ

の
雇
用
す
る
労
働
者
の
た
め
の
掛
金

を
納
付
す
る
こ
と
を
可
能
と
す
る
環

境
を
醸
成
す
る
ほ
か
、
建
退
共
制
度

★建退共制度とは
　建退共制度は、建設現場で働く人たちのた
めに、中小企業退職金共済法という法律に基
づき創設され、勤労者退職金共済機構がその
運営にあたっている。
　その仕組みは、建設業の事業主が同機構と
退職金共済契約を結んで共済契約者となり、
建 設 現 場 で 働 く 労 働 者 を 被 共 済 者 と す る も
の。労働者に同機構が交付する共済手帳に労
働者が働いた日数に応じ共済証紙を貼り、そ
の労働者が建設業界の中で働くことをやめた
ときに、同機構が直接労働者に退職金を支払
う形になっている。
★制度のポータビリティとは
　労働者がいつ、また、どこの現場で働いて
も、働いた日数分の掛金が全部通算されて退
職 金 が 支 払 わ れ る と い う 仕 組 み と な っ て い
て、労働者が次々と現場を移動し、事業主が
変わっても、その先々の事業主のところで共
済証紙を貼ってもらえれば、建設業で働いた
日数は全部通算できるようになっている。
　したがって、建設業の事業主がお互いに協
力しあって、みんなの力で育てていく制度と
いえる。
★退職金の計算方法
　退職金は、A 企業から B 企業にかわっても、
それぞれの期間が全部通算して計算される。
なお、新たに加入した労働者（被共済者）に
ついては、国が掛金の一部（初回交付の共済
手帳の 50 日分）を補助してくれる。
★加入できる事業主
　建設業を営むすべての事業主が、建設業退
職金共済制度に加入して共済契約者となるこ
とができる。
　総合・専門・元請・下請の別を問わず、専
業でも兼業でも、また、許可（大臣・知事）
を受けているといないとにかかわらず、加入
できる。
★対象となる労働者
　建設業の現場で働く人たちのほとんどすべ
ての人が建退共制度の対象者になることがで
きる。
　現場で働く大工・左官・鳶・土工・電工・
配管工・塗装工・運転工など、その職種のい
かんを問わず、また、月給制とか日給制とか、
あるいは、工長・班長・世話役などの役付で
あるかどうかにも関係なく、すべて被共済者
となることができる。
　また、いわゆる一人親方でも任意組合を利
用し、被共済者となることができる。

の
活
用
を
推
進
し
、
誘
導
す
る
た
め

の
措
置
を
提
言
し
て
い
る
。
是
非
と

も
効
果
的
な
具
体
策
を
見
い
だ
し
て

欲
し
い
。

　

こ
の
よ
う
に
、
報
告
書
の
内
容

は
、
建
退
共
制
度
の
抜
本
改
正
を
目

指
す
も
の
と
な
っ
て
お
り
、
高
齢
者

の
公
的
支
援
制
度
全
体
の
充
実
に
寄

与
す
る
と
と
も
に
、
業
界
が
取
り
組

む
処
遇
改
善
の
大
き
な
流
れ
に
沿
う

も
の
と
な
っ
て
い
る
と
言
え
る
。

　

建
退
共
と
し
て
は
、
関
係
者
の
理
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解
を
得
つ
つ
精
力
的
に
検
討
を
進

め
、
報
告
書
に
提
案
し
て
い
る
事
項

が
早
期
に
実
現
さ
れ
る
こ
と
を
期
待

し
て
お
り
、
本
年
３
月
に
開
催
さ
れ

る
運
営
委
員
会
・
評
議
員
会
に
お
い

て
、
今
後
の
建
退
共
制
度
の
方
向
性

に
つ
い
て
了
承
を
得
る
予
定
で
あ

る
。
そ
の
後
は
、
口
座
振
込
・
振
替

方
式
の
実
効
性
を
検
証
す
る
た
め
の

実
証
実
験
等
、
加
入
促
進
・
履
行
確

保
や
民
間
工
事
に
お
け
る
建
退
共
制

度
の
活
用
の
推
進
の
た
め
の
実
効
あ

る
施
策
の
具
体
化
等
に
２
年
程
を
充

て
る
方
針
で
あ
る
。
ま
た
、
報
告
書

に
盛
り
込
ま
れ
た
方
策
は
、
で
き
る

限
り
機
構
の
次
期
の
中
期
計
画
︵
平

成
30
年
度
～
平
成
34
年
度
︶
に
も
反

映
さ
せ
る
べ
く
、
具
体
化
を
検
討
す

る
考
え
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
平

成
29
年
度
は
方
針
を
決
め
る
非
常
に

重
要
な
時
期
に
な
る
。

　

今
回
の
報
告
書
を
ス
タ
ー
ト
と
し

て
、
今
後
講
ず
べ
き
方
策
の
具
体
化

の
検
討
を
進
め
、
労
働
者
や
事
業
主

の
利
便
性
を
高
め
、
建
退
共
制
度
の

加
入
促
進
と
履
行
確
保
を
通
じ
、
労

働
者
が
受
給
す
る
退
職
金
の
充
実
に

つ
な
げ
て
欲
し
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　

さ
て
、
新
た
な
掛
金
納
付
方
式
で

あ
る
口
座
振
込
・
振
替
方
式
の
具
体

的
な
内
容
︵
事
務
手
続
き
の
流
れ
、

★加入できない人
　以下の内容に該当する方は加入できない。
　誤って加入し、掛金を納付した場合には、
納付額のみの返還となる。 
• 事業主、役員報酬を受けている方及び本社
等の事務専用社員。
• すでに、建設業退職金共済制度に加入して
いる方。
• 中小企業退職金共済（中退共）・清酒製造
業退職金共済（清退共）・ 林業退職金共済（林
退共）の各制度に加入している方。
　ただし、中退共・清退共・林退共制度に加
入している方が、建退共制度に加入すること
となったときは、これまでの制度で納められ
た掛金を引き継ぎ、建退共制度に移動するこ
とができる。
★共済証紙について
　 共 済 証 紙 に は、 赤 色（労 働 者 が 300 人 以
下 又 は 資 本 金 が 3 億 円 以 下 の 中 小 事 業 主 に
雇われる労働者のための証紙）と青色（労働
者 が 300 人 を 超 え、 か つ、 資 本 金 が 3 億 円
を超える大手事業主に雇われる労働者のため
の証紙）の共済証紙がある。どちらも１日券
と 10 日券があり、 赤証紙、 青証紙とも、 １
日券は 310 円、10 日券は 3,100 円で販売さ
れている。
★退職金の額について
　掛金日額 310 円から掛金を掛けはじめた
人の退職金額と退職金カーブは、おおよそ次
のグラフのとおり。

導
入
の
意

義
、
証
紙
貼

付
方
式
と
の

関
係
、
導
入

に
伴
い
併
せ

て
検
討
す
べ
き
措
置
等
︶
や
民
間
工

事
で
の
建
退
共
制
度
の
活
用
推
進
等

の
具
体
的
な
内
容
に
つ
い
て
は
、
本

年
３
月
の
運
営
委
員
会
・
評
議
員
会

の
あ
と
、
そ
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、

ご
紹
介
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

退職金額早見表

年数 月数 退職金額

年（ 月） 円

年（ 月） 円

年（ 月） 円

年（ 月） 円

年（ 月） 円

年（ 月） 円

年（ 月） 円

年（ 月） 円

年（ 月） 円

年（ 月） 円

年（ 月） 円

年（ 月） 円

年（ 月） 円

年（ 月） 円

年（ 月） 円

年（ 月） 円

 

退職金の構成内訳とその比率
20年の場合　退職金額2,256,366円
（内訳）掛金総額　1,562,400円　69.24％　運用利益　693,966円　30.76％
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